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(57)【要約】
【課題】ガラス基板の面方向に沿って金属層を埋設する
方法及びガラス基板を提供すること。
【課題を解決するための手段】
　本発明の一の観点に係るガラス基板内に金属層を埋設
する方法は、金属が接触して配置されたガラス基板に、
第一の電圧を印加した後、前記第一の電圧とは符号の異
なる第二の電圧を印加することを特徴とする。また、本
観点に係る金属は、金属薄膜であり、この金属薄膜は、
限定されるわけではないが、銀及び銅の少なくともいず
れかを含むことが好ましい。また、本観点に係るガラス
基板は、限定されるわけではないが、アルカリ金属イオ
ンを含むことが好ましい。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　金属に接触して配置されたガラス基板に、第一の電圧を印加した後、前記第一の電圧と
は符号の異なる第二の電圧を印加する、ガラス基板内に金属層を埋設する方法。
【請求項２】
　前記金属は金属薄膜であり、前記金属薄膜の金属は、銀及び銅の少なくともいずれかを
含む請求項１記載のガラス基板内に金属層を埋設する方法。
【請求項３】
　前記ガラス基板は、アルカリ金属イオンを含む請求項１記載のガラス基板内に金属層を
埋設する方法。
【請求項４】
　金属が接触して配置されたガラス基板に、第一の電圧を印加した後、前記第一の電圧と
は符号の異なる第二の電圧を印加する、金属層が埋設されたガラス基板を製造する方法。
【請求項５】
　前記金属は金属薄膜であり、前記金属薄膜の金属は、銀及び銅の少なくともいずれかを
含む請求項４記載の金属層が埋設されたガラス基板を製造する方法。
【請求項６】
　前記ガラス基板は、アルカリ金属イオンを含む請求項４記載の金属層が埋設されたガラ
ス基板を製造する方法。
【請求項７】
　金属層が埋設されたガラス基板。
【請求項８】
　前記金属層によって二つに区切られるガラス領域において、一方のガラス領域において
含まれる主たる金属イオンと、他方のガラス領域において含まれる主たる金属イオンとが
異なる請求項７記載の金属層が埋設されたガラス基板。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ガラス基板内に金属層を埋設する方法、金属層が埋設されたガラス基板を製
造する方法、及び、金属層が埋設されたガラス基板に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ガラス基板は平坦性、透過性、耐薬品性に優れ、寸法等の変化も少なく、更には誘電率
等の材料特性の安定性が高く、電子部品等の回路基板として優れた特性を有している。こ
のガラス基板上だけでなくガラス基板内部に金属配線を形成することができればより高性
能な電子部品等を実現することが可能となる。
【０００３】
　ガラス基板内部に金属線を形成する技術として、ガラス製インターポーザー（積層半導
体の中継基板）を加工し、ガラス基板内部に金属線を形成する技術が例えば下記特許文献
１に記載されている。
【０００４】
　具体的に説明すると下記特許文献１には、ガラス基板に対してレーザー加工による穿孔
を行った後電解メッキによって金属層を形成する板表面から裏面方向に穿孔し、メッキ、
蒸着等の方法によって孔内面に金属膜を形成する手法が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２０１３－１０６５１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】



(3) JP 2015-180584 A 2015.10.15

10

20

30

40

50

【０００６】
　しかしながら、上記特許文献１に記載の技術では、穿孔を行った後に金属層を形成する
ため、ガラス基板面に対して垂直な方向の配線しか形成できず、ガラスの面方向に配線を
形成することは困難であるといった課題がある。　
【０００７】
　そこで、本発明は上記課題を鑑み、ガラス基板の面方向に沿って金属層を埋設する方法
及びガラス基板を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明の一の観点に係るガラス基板内に金属層を埋設する方法は、金属が接触して配置
されたガラス基板に、第一の電圧を印加した後、前記第一の電圧とは符号の異なる第二の
電圧を印加することを特徴とする。
【０００９】
　また、本観点に係る金属は、金属薄膜であり、この金属薄膜は、限定されるわけではな
いが、銀及び銅の少なくともいずれかを含むことが好ましい。
【００１０】
　また、本観点に係るガラス基板は、限定されるわけではないが、アルカリ金属イオンを
含むことが好ましい。
【００１１】
　本発明の他の一の観点に係る金属層が埋設されたガラス基板を製造する方法は、金属が
接触して配置されたガラス基板に、第一の電圧を印加した後、前記第一の電圧とは符号の
異なる第二の電圧を印加することを特徴とする、金属層が埋設されたガラス基板を製造す
る方法である。
【００１２】
　また、本観点に係る金属は金属薄膜であり、この金属薄膜の金属は、限定されるわけで
はないが、銀及び銅の少なくともいずれかを含むことが好ましい。
【００１３】
　また、本観点に係るガラス基板は、限定されるわけではないが、アルカリ金属イオンを
含むことが好ましい。
【００１４】
　本発明の他の一の観点に係るガラス基板は、金属層が埋設されたことを特徴とするガラ
ス基板である。
【００１５】
　また、本観点に係るガラス基板は、限定されるわけではないが、金属層によって二つに
区切られるガラス領域において、一方のガラス領域において含まれる主たる金属イオンと
、他方のガラス領域において含まれる主たる金属イオンとが異なる、金属層が埋設された
ガラス基板であることが好ましい。
【発明の効果】
【００１６】
　以上、本発明により、ガラス基板の面方向に沿って金属層を埋設する方法及びガラス基
板を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】実施形態に係るガラス基板内に金属層を埋設する装置の概略を示す図である。
【図２】本実施形態におけるガラス基板中に表裏面に平行に銀の層を析出した試料の外観
を示す図である。
【図３】本実施形態におけるガラス基板中に表裏面に平行に銀の層を析出した試料断面の
電子顕微鏡写真である。
【図４】本実施形態における金属イオン添加領域の深さ方向の銀とナトリウムの元素分析
結果を表す図である。
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【図５】本実施形態におけるガラス基板中に配線を形成した試料の外観を示した図である
。
【図６】本実施形態におけるガラス基板中に表裏面に平行に銅の層を析出した試料の外観
を示す図である。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１８】
　以下、本発明の実施形態について図面を用いて説明する。ただし、本発明は多くの異な
る形態による実施が可能であり、以下の実施形態、実施例に示す具体的な例示にのみ限定
されるわけではない。
【００１９】
　図１は、本実施形態に係るガラス基板内に金属層を埋設する装置１（以下「本装置」１
という。）の概略を示す図である。本実施形態において、本装置１は金属薄膜２が接触し
て配置されたガラス基板３に、第一の電圧を印加した後、この第一の電圧とは符号の異な
る第二の電圧を印加することのできる装置である。
【００２０】
　具体的に本装置１は、金属薄膜が接触して配置されたガラス基板３を挟む一対の電極４
と、この一対の電極に電圧を印加するための電源部５と、を有する。本実施形態ではこの
ような構成を採用することでガラス基板内に金属層を埋設することができる。
【００２１】
　本実施形態において、用いる一対の電極は、それぞれガラス基板３に接触するように配
置されるとともに、この間に電圧を印加することでガラス基板３内において電荷移動させ
るためのものである。より具体的には、電圧を印加することでガラス内部に存在するイオ
ンを移動させて金属薄膜から金属をガラス基板内部に浸透させる（イオン交換させる）こ
とが可能となる。電極の材料としては、上記の機能を有する限りにおいて限定されるわけ
ではないが、銀、銅、アルミニウム及び金並びにこれらの合金を例示することができる。
なお、銀及び銅の少なくともいずれかを含む場合、電極そのものをガラス基板に接触する
金属として採用することができる。
【００２２】
　また、本実施形態において、用いる一対の電極の形状は特に限定されないが、ガラス基
板と接する電極の面の形状が、形成しようとする金属層の形状に対応していることが好ま
しい。本実施形態の効果については後述するが、電圧を印加した部分に金属層を形成する
ことができるため、ガラス基板内に形成したい金属層の形状に合わせて金属薄膜及び電極
を配置し、電圧を印加することで所望の形状に金属層を形成することができるようになる
。もちろん、金属薄膜側の形状のみを形成したい金属層の形状とすることとしてもよい。
また、金属薄膜自体を電極として使用する構成も可能である。
【００２３】
　本実施形態において、ガラス基板３の材質は、限定されるわけではないが、アルカリ金
属イオンを含むガラスであることが好ましい。ガラスに含まれるアルカリ金属イオンとし
ては、限定されるわけではないが、例えばナトリウムイオン、カリウムイオン等を例示す
ることができる。またガラス自体の材質も、内部に金属層を形成することができる限りに
おいて限定されるわけではないが、ホウケイ酸ガラス等を例示することができる。
【００２４】
　また、ガラス基板３の厚さは、内部に金属層を埋設することができる程度の厚さを有し
ていることが好ましい一方、あまりに厚すぎると電極間に電圧を印加しても十分な電界を
印加することができなくなってしまうため、これらのバランスを保持することが好ましい
。具体的なガラス基板の厚さは、限定されるわけではないが、例えば０．１ｍｍ以上１０
ｍｍ以下の範囲内にあることが好ましく、より好ましくは５ｍｍ以下である。
【００２５】
　また本実施形態において、金属薄膜は、ガラス基板に接触するよう配置されるものであ
って、ガラス基板内に浸透し、金属層として形成される限りにおいて限定されるわけでは
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ないが、イオン化されるものであることが好ましく、銀及び銅並びにこれらの合金が好ま
しい。
【００２６】
　また本実施形態において金属薄膜は、ガラス基板に接触するよう配置されている限りに
おいて限定されず、さまざまな方法によって配置することが可能であり、例えば金属の箔
をガラス基板上に配置して張り付ける方法や、スパッタリングを用いて金属薄膜を形成す
る方法等、多種多様な方法を採用することができる。
【００２７】
　また、本実施形態において金属薄膜２の厚さは、ガラス基板内に金属層を形成すること
ができる程度の量があればよく、限定されるわけではないが、１μｍ以上あることが好ま
しい。なお上記のように、金属薄膜ではなく金属の厚い層であってもよく、例えば上記金
、銀及びこれらの合金からなる電極をそのまま埋設する金属層の材料とすることも可能で
ある。
【００２８】
　また、本実施形態では、本装置１を用いて、ガラス基板内に金属層を埋設する方法（以
下「本方法」という。）を提供することができる。具体的に本方法は、金属（好ましくは
金属薄膜）が接触して配置されたガラス基板に、第一の電圧を印加した後、前記第一の電
圧とは符号の異なる第二の電圧を印加することを特徴とする。
【００２９】
　本実施形態に係る第一の電圧の値は、限定されるわけではないが、いわゆる直流電圧で
あることが好ましく、ガラス基板や金属薄膜の材質や厚さによって適宜調整可能なため電
界の強さを基準に調整することが好ましい。好ましい電界の強さとしては、例えば１０Ｖ
／ｍｍ以上１０００Ｖ／ｍｍ以下の範囲にあることが好ましく、より好ましくは５０Ｖ／
ｍｍ以上５００Ｖ／ｍｍ以下の範囲である。
【００３０】
　また、本実施形態に係る第一の電圧の印加時間は、ガラス基板内部に金属層を形成する
ことができる限りにおいて適宜調整可能であり限定されるわけではないが、１．８ｋｓ以
上３６ｋｓ以下が好ましく、より好ましくは３．６ｋｓ以上１８ｋｓ以下の範囲内である
。
【００３１】
　また、本実施形態に係る第二の電圧の値は、上記第一の電圧とは符合が異なる、より具
体的には逆の符号の電圧となる。この電圧の値は、ガラス基板内部に金属層を形成するこ
とができる限りにおいて限定されるわけではなく、またガラス基板や金属の材質によって
適宜調整可能であるが、いわゆる直流電圧であることが好ましく、更に、電界の強さを基
準に調整することが好ましく、この電界の強さが１０Ｖ／ｍｍ以上１０００Ｖ／ｍｍ以下
の範囲内にあることが好ましく、より好ましくは５０Ｖ／ｍｍ以上５００Ｖ／ｍｍ以下の
範囲内である。なお、第一の電圧と第二の電圧の絶対値は必ずしも同じではなくてもよい
が同じであってもよい。
【００３２】
　また、本実施形態に係る第二の電圧の印加時間も、ガラス基板内部に金属薄膜を形成す
ることができる限りにおいて適宜調整可能であり限定されるわけではないが、１．８ｋｓ
以上３６ｋｓ以下の範囲内であることが好ましく、より好ましくは３．６ｋｓ以上１８ｋ
ｓ以下の範囲内である。
【００３３】
　また本実施形態において、第一の電圧および第二の電圧を印加する際の温度としては、
金属薄膜およびガラス基板が溶解してしまわない程度の温度範囲内にあればよいが、温度
が高いほど金属の拡散速度が向上するため高い方が好ましい。温度範囲としては、特に限
定されるわけではないが、１００℃以上４００℃以下であることが好ましい。
【００３４】
　また本実施形態において、ガラス基板および電極は、大気圧下で行ってもよく、減圧下
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で行ってもよい。また、ガラス基板及び電極は空気中で行ってもよいが窒素ガス等の非酸
化性の雰囲気中で行っておくと電極等の酸化を防止することができるため好ましい。
【００３５】
　なお、本実施形態において、第一の電圧の印加と第二の電圧の印加の繰り返しは、限定
されるわけではないが数回程度、より具体的には３回以下、より好ましくは２回以下、更
に好ましくは１回にとどめておくことが好ましい。第一の電圧の印加後第二の電圧を印加
することで十分な金属層の形成が可能であり、過度に繰り返しを行うことで金属の酸化が
進み、黒ずんでしまう、電気的な特性が悪くなってしまうといった課題が生じてしまうお
それがある。そのため、繰り返し回数を抑え、第一の電圧の印加、第二の電圧の印加の時
間で調整することが好ましい。
【００３６】
　また本実施形態に係る方法では、上記の方法により金属層を形成した後、ガラス基板を
加熱し、基板自体の反りを修正する工程を行うことも好ましい。ガラス基板内に金属を埋
設するとガラス基板の一部が膨張することとなるため、再びガラス基板を高温にし、この
反りを修正する工程を入れることも好ましい。
【００３７】
　以上、本実施形態により、ガラス基板表裏面に平行な方向に金属層を埋設する方法、お
よびそれを実現するための装置を提供することができ、更に上記方法によって、金属層が
埋設されたガラス基板を提供することができる。本方法の原理については推測の部分もあ
るがより具体的に説明すると、まず、第一の電極を印加して金属薄膜中の金属を金属イオ
ンとしてガラス基板中に注入、浸透させる。次に、金属イオンがガラス基板内に十分に浸
透した後で第二の電圧を印加する。すると、今度は浸透した金属が反対側に移動しようと
する。しかしながら、一定の深さに達した金属はある深さ以上戻ることができず、その深
さにおいて金属層として平面方向に広がり集積することとなる。この結果、金属層が埋設
されたガラス基板を作製することができるようになると考えられる。そして、この電圧を
印加した部分に集中的に金属層を形成することができるため、金属層を形成したい領域の
み電圧を印加させることで、所望の範囲のみに金属層、好ましくは金属配線を形成するこ
とができる。もちろん、導電性を問わずガラス基板中に金属層を埋設した看板等オブジェ
としてもの用途も考えられる。
【実施例】
【００３８】
　ここで、上記実施形態において説明した方法を用い、実際にガラス基板に金属層を埋設
させて本発明の効果を確認した。以下具体的に説明する。
【００３９】
（試料１：銀薄膜）
　まず、ガラス基板としてＢｏｒｏｆｌｏａｔ３３（厚さ１．１ｍｍ、Ｓｃｈｏｔｔ社製
）を用い、これに１０μｍの銀薄膜を配置し、一対の銅電極の間に接触するよう配置した
。具体的な装置構成は上記図１で示したとおりである。なお、この場合において、電極お
よびガラス基板、金属薄膜はヒーター上に配置し、６２３Ｋとなるように配置するととも
に、この周囲の圧力は１．０×１０－３Ｐａとなるよう減圧した。
【００４０】
　そして、第一の電圧を１００Ｖ、１０．８ｋｓ印加し、次に逆方向に第二の電圧を１０
０Ｖ、１０．８ｋｓ印加した。この結果、図２で示すような銀からなる金属層が埋設され
たガラス基板を得ることができた。なおこの金属層には、銀単体と同等の導電性を確認す
ることができた。また金属層の厚みは、５０～２００ｎｍ程度の厚みの層が複数重なり合
い、概ね５μｍ程度の幅の金属層を形成していることが確認できた。
【００４１】
　図３は上記の結果得ることのできたガラス基板の断面における走査型電子顕微鏡（ＳＥ
Ｍ）の写真図を示す。この結果、ガラス表面から１５０μｍの深さの位置において銀の金
属層が形成されていることが確認できた。
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【００４２】
　また、図４は、上記図３に対応した断面におけるＥＰＭＡ析の結果を示す図である。こ
の結果、銀の金属層を境界として、銀を多く含む領域と、ナトリウムを多く含む領域が明
確に区分けされていることが確認できた。
【００４３】
（試料２：銀薄膜）
　なお、上記と同様の条件とする一方、ガラス基板に対して印加する部分を一部だけにす
ることで、配線上の金属層を形成することとした。この結果を図５に示しておく。本図の
結果から明らかなように、上記図２のように一様の面積を有する金属層だけでなく、所望
の領域に線状となる金属層を形成することも可能であり、ガラス基板内に金属配線を埋設
することができることを確認した。もちろん、本金属層においても銀単体の場合と同等の
導電性が確保できていることを確認した。また、金属を析出させていない領域のガラスの
可視域での透過率は、当然に金属を埋設していないガラスと同等であり、透明性は維持さ
れていることを確認した。
【００４４】
（試料３：銅薄膜）
　次に、上記銀を用いた例において、銀を銅に替えた以外は同じ条件で同様の作業を行い
、銅からなる金属層を埋設したガラス基板を作製した。この写真図を図6に示しておく。
この結果、銅を用いた場合であっても、ガラス基板中に金属層を形成することができるこ
とを確認した。
【００４５】
　以上、本実施例の記載からも明らかなように、ガラス基板内に金属層を形成することが
可能となり、本発明の効果を確認することができた。
【産業上の利用可能性】
【００４６】
　本発明は、ガラス基板内に金属層を埋設する方法、金属層が埋設されたガラス基板を製
造する方法、及び、金属層が埋設されたガラス基板として産業上利用可能性がある。
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